
          
 

 

平成 18 年 4 月 10 日 

各 位 

不動産投信発行者名 

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 

住友不動産新宿オークタワー27階 

東京グロースリート投資法人 

代表者名 執行役員 土屋 孝樹 

（コード番号：8963） 

問合せ先 

株式会社パワーインベストメント 

運用管理部長  大塚 雅一 

（TEL 03-5322-7451） 

 

規約変更及び役員選任に関するお知らせ 

 

東京グロースリート投資法人（以下「本投資法人」といいます。）は、平成 18 年 4 月 3

日開催の役員会におきまして、規約変更及び役員選任に関し、下記の通り投資主総会に付

議することを決議しましたのでお知らせします。 

 

なお、下記事項は平成 18 年 5 月 2日に開催される本投資法人の投資主総会での承認可決

をもって有効となります。 

記 
 
1. 規約変更の主な内容及び理由について 

①第３条、附則関係 

 本投資法人の移転に伴い、本店所在地「東京都新宿区」を「東京都千代田区」に変更

し、本投資法人の役員会において本店移転日を決議し、本店移転を実施したときから

適用するものであります。 

②第 4条、第 15 条、第 17 条、第 24 条第 2項、第 29 条第 3項、第 30 条、第 35 条関係 

商法改正、会社法施行並びにこれに伴う投資信託及び投資法人に関する法律の改正に

伴い、字句や表現等所要の修正を行うものであります。 

③第 15 条関係 

店頭売買有価証券市場の取引所有価証券市場への組織変更に伴い、所要の変更を行う

ものであります。 

④第 18 条第２項関係 

投資主総会の開催において、柔軟な運営を可能にするため、投資主総会を東京都 23

区内のいずれかにおいて招集する旨の条項の新設を行うものであります。 

⑤第 37 条第 1項、附則関係 

 本投資法人の資産運用会社の名称変更および移転に伴い所要の変更を行い、平成 18



          
 

 

年 5月において、名称および住所がそれぞれ変更されたときから適用するものであり

ます。 

⑥第 15 条、第 38 条関係 

 表現の明確化をはかり、その他字句の修正を行うものであります。 

 

（規約変更の詳細については、添付資料「投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 
 

2. 役員選任の主な内容について 

執行役員 1 名及び監督役員 1 名より、次回の投資主総会終結の時をもって辞任の申出が

あったため、平成 18 年 5 月 2日に開催される本投資法人の投資主総会におきまして、これ

に代わる執行役員 1名及び監督役員 1名の選任について議案を提出するものであります。 

 

（役員選任の詳細については、添付資料「投資主総会招集ご通知」をご参照下さい。） 
 

3. 投資主総会等の日程 

平 成 18 年 4 月 3 日 投資主総会提出議案の役員会承認 

平成 18 年 4 月 17 日 投資主総会招集通知の発送（予定） 

平 成 18 年 5 月 2 日 投資主総会（予定） 
 

以上 
 

＜添付資料＞ 
投資主総会招集ご通知 
 

 

本日この資料は次の記者クラブに配布しています：兜クラブ、国土交通記者会、国土交通省建設

専門紙記者会 
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平成18年４月17日 

投 資 主 各 位 
東京都新宿区西新宿六丁目８番１号 
住友不動産新宿オークタワー27階 

東京グロースリート投資法人 
執行役員 土 屋 孝 樹 

投資主総会招集ご通知 

拝啓 投資主の皆様には、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 
さて、本投資法人の投資主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くだ

さいますようご通知申し上げます。 
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができま

すので、お手数ながら後記の参考書類をご検討頂き、同封の議決権行使書用紙に議
案に対する賛否をご表示、ご押印のうえ、ご返送くださいますようお願い申し上げ
ます。 
当日ご出席されず、かつ議決権行使書用紙が平成18年５月１日までに到着しない

ときは、｢投資信託及び投資法人に関する法律」第93条第１項および以下の本投資
法人規約第23条第１項により、本投資主総会の議案につき賛成されたものとみなさ
れます。 
(本投資法人規約抜粋） 
第23条（みなし賛成） 
投資主が投資主総会に出席せず、かつ、議決権を行使しないときは、当該投資主

はその投資主総会に提出された議案（複数の議案が提出された場合において、これ
らのうちに相反する趣旨の議案があるときは、当該議案のいずれをも除きます｡) 
について賛成するものとみなします。 

敬 具 
記 

１. 日 時 平成18年５月２日（火曜日）午前10時 
２. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

新宿住友ビル47Ｆ スカイルームＢ ５・６ 
３. 会議の目的事項 
 決 議 事 項  
 第１号議案 規約一部変更の件 

議案の要領は、後記「議決権の行使についての参考書類｣
(２頁から６頁）に記載のとおりであります。 

 第２号議案 執行役員１名選任の件 
 第３号議案 監督役員１名選任の件 

以 上 
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 
(お願い) 
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出く

ださいますようお願い申し上げます。 
◎本投資主総会終了後、引き続き同会場において、本投資法人の資産運用会社であ

る株式会社パワーインベストメントによる「運用状況報告会」を開催いたします
ので、あわせてご参加くださいますようお願い申し上げます。 
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議決権の行使についての参考書類 

１. 各議案における議決権を有する投資主が有する投資口の総口数 28,898口

 

２. 議案に関する参考事項 

第１号議案 規約一部変更の件 

(1) 変更箇所および変更の理由 

①第３条、附則関係 

本投資法人の移転に伴い、本店所在地「東京都新宿区」を「東京都千代田区｣ 

に変更し、本投資法人の役員会において本店移転日を決議し、本店移転を実施

したときから適用するものであります。 

②第４条、第15条、第17条、第24条第２項、第29条第３項、第30条、第35条関係 

商法改正、会社法施行並びにこれに伴う投資信託及び投資法人に関する法律の

改正に伴い、字句や表現等所要の修正を行うものであります。 

③第15条関係 

店頭売買有価証券市場の取引所有価証券市場への組織変更に伴い、所要の変更

を行うものであります。 

④第18条第２項関係 

投資主総会の開催において、柔軟な運営を可能にするため、投資主総会を東京

都23区内のいずれかにおいて招集する旨の条項の新設を行うものであります。 

⑤第37条第１項、附則関係 

本投資法人の資産運用会社の名称変更および移転に伴い所要の変更を行い、平

成18年５月において、名称および住所がそれぞれ変更されたときから適用する

ものであります。 

⑥第15条、第38条関係 

表現の明確化をはかり、その他字句の修正を行うものであります。 

 

(2) 変更の内容 

変更の内容は次のとおりであります。 
（下線は変更部分を示します｡） 

 
現 行 規 約 変 更 案 

第１章 総則 第１章 総則 

第３条（本店の所在する場所） 第３条（本店の所在する場所） 

本投資法人は、本店を東京都新宿区に置くこ

ととします。 

本投資法人は、本店を東京都千代田区に置く

こととします。 

第４条（公告の方法） 第４条（公告の方法） 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載し

ます。 

本投資法人の公告は、日本経済新聞に掲載す

る方法により行います。 
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現 行 規 約 変 更 案 

第３章 資産運用の対象及び方針 第３章 資産運用の対象及び方針 

第15条（資産評価の方法、基準及び基準日） 第15条（資産評価の方法、基準及び基準日） 

本投資法人の資産評価の方法は、下記の通り

運用資産の種類毎に定めます。 

本投資法人の資産評価の方法は、下記の通り

運用資産の種類毎に定めます。 

 (以下(1)から(3)につき記載省略)  (以下(1)から(3)につき現行どおり) 

 (4) 有価証券  (4) 有価証券 

  ①証券取引所に上場されている有価証券   ①証券取引所に上場されている有価証券 

(記載省略) (現行どおり) 

  ②店頭売買有価証券 (削除) 

証券業協会（店頭売買有価証券が２以

上の証券業協会に備える証券取引法第

75条第１項に規定する店頭有価証券登

録原簿に登録されている場合には、当

該店頭売買有価証券が主として取引さ

れている証券業協会とします｡）が開

設する店頭売買有価証券市場又はこれ

に類似する市場で外国に所在するもの

における最終市場価格に基づき算出し

た価格により評価します｡ 

 

  ③上記①及び②以外の有価証券   ②上記以外の有価証券 

(記載省略) (現行どおり) 

 (5) (記載省略)  (5) (現行どおり) 

 (6) 金銭債権  (6) 金銭債権 

取得価額から貸倒引当金を控除した金

額とします。但し、債権を債権金額よ

り低い価額又は高い価額で取得した場

合において、取得金額と債権金額の差

額の性格が金利の調整と認められると

きは、償却減価法に基づいて算定され

た価額から貸倒引当金を控除した金額

とします。 

取得価額から貸倒引当金を控除した金

額とします。但し、債権を債権金額よ

り低い価額又は高い価額で取得した場

合において、取得金額と債権金額の差

額の性格が金利の調整と認められると

きは、償却原価法に基づいて算定され

た価額から貸倒引当金を控除した金額

とします。 

 (7) その他  (7) その他 

  ①(記載省略)   ①(現行どおり) 

  ②資産運用報告書等により評価額を開示

する目的で評価する場合には、第１号

の「取得価額から減価償却累計額を控

除した価額」を「不動産鑑定士による

鑑定評価に基づいて算定した価額」と

読み替えるものとします。 

  ②資産運用報告書等により評価額を開示

する目的で評価する場合には、第１号

の「取得価額から減価償却累計額を控

除した価額」を「不動産鑑定士による

鑑定評価額又は調査価額」と読み替え

るものとします。 

 (8) (記載省略)  (8) (現行どおり) 
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現 行 規 約 変 更 案 

第４章 計算 第４章 計算 

第17条（金銭の分配の方針） 第17条（金銭の分配の方針） 

本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に

記載された投資主又は登録質権者に対し、以

下の方針に従って金銭の分配を行います。 

本投資法人は、毎決算期最終の投資主名簿に

記載された投資主又は登録投資口質権者に対

し、以下の方針に従って金銭の分配を行いま

す。 

 (以下(1)から(4)につき記載省略)  (以下(1)から(4)につき現行どおり) 

 (5) 分配金の分配方法  (5) 分配金の分配方法 

分配金は、金銭により分配するものと

し、決算期現在の投資主名簿に記載の

ある投資主又は登録質権者を対象に、

投資口の保有口数に応じて分配しま

す。 

分配金は、金銭により分配するものと

し、決算期現在の投資主名簿に記載の

ある投資主又は登録投資口質権者を対

象に、投資口の保有口数に応じて分配

します。 

 (6) 分配金の時効等  (6) 分配金の時効等 

投資主又は登録質権者に対する分配金

は、その支払開始の日から満３年を経

過したときに、本投資法人はその支払

の義務を免れるものとします。なお、

未払い分配金には利息を付さないもの

とします。 

投資主又は登録投資口質権者に対する

分配金は、その支払開始の日から満３

年を経過したときに、本投資法人はそ

の支払の義務を免れるものとします。

なお、未払い分配金には利息を付さな

いものとします。 

第５章 投資主総会 第５章 投資主総会 

第18条（招集） 第18条（招集） 

（記載省略） （現行どおり） 

（新設） 2. 投資主総会は、東京都23区内のいずれか

において招集します｡ 

第24条（基準日） 第24条（基準日） 

（記載省略） （現行どおり） 

2. 前項のほか、必要があるときは、役員会

の決議により、予め公告して、一定の日

における投資主名簿に記載されている投

資主又は登録質権者をもって、その権利

を行使すべき投資主又は登録質権者とす

るものとします。 

2. 前項のほか、必要がある場合は、役員会

の決議によって、予め公告して、一定の

日における投資主名簿に記載されている

投資主又は登録投資口質権者をもって、

その権利を行使することができる投資主

又は登録投資口質権者とすることができ

るものとします。 
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現 行 規 約 変 更 案 

第６章 執行役員、監督役員及び役員会 第６章 執行役員、監督役員及び役員会 

第29条（役員会の招集及び議長） 第29条（役員会の招集及び議長） 

（記載省略） （現行どおり） 

2. (記載省略） 2. (現行どおり） 

3. 執行役員が２名の場合における役員会招

集権者以外の執行役員は投信法第106条

第２項の規定により、監督役員は投信法

第106条第３項の規定により、役員会の

招集を請求することができます。 

3. 執行役員が２名の場合における役員会招

集権者以外の執行役員は投信法第113条

第２項の規定により、監督役員は投信法

第113条第３項の規定により、役員会の

招集を請求することができます。 

4. (記載省略） 4. (現行どおり） 

第30条（執行役員及び監督役員の責任免除） 第30条（執行役員及び監督役員の責任免除） 

本投資法人は、投信法第109条第９項の規定

により､ 役員会の決議をもって、同条第１項

第４号の行為に関する執行役員（執行役員で

あった者を含む｡）又は監督役員（監督役員

であった者を含む｡）の責任を法令の限度に

おいて免除することができるものとします。

本投資法人は、役員会の決議によって、執行

役員（執行役員であった者を含む｡）又は監

督役員（監督役員であった者を含む｡）の投

信法第115条の６第１項の賠償責任について

法令に定める要件に該当する場合には、賠償

責任額から法令に定める額を控除して得た額

を限度として免除することができるものとし

ます。 

第８章 投資信託委託業者、資産保管会社 第８章 投資信託委託業者、資産保管会社 

及び一般事務受託会社 及び一般事務受託会社 

第35条（資産の運用、保管及びその他事務に

係る業務の委託） 

第35条（資産の運用、保管及びその他事務に

係る業務の委託） 

本投資法人は、投信法第198条及び第208条に

基づき、資産の運用に係る業務を投資信託委

託業者（以下「資産運用会社」といいます｡)

へ、資産の保管に係る業務を資産保管会社へ

委託します。本投資法人は、資産の運用及び

保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信

法第111条に定める事務（以下「一般事務」

といいます｡）については第三者へ委託しま

す。 

本投資法人は、投信法第198条及び第208条に

基づき、資産の運用に係る業務を投資信託委

託業者（以下「資産運用会社」といいます｡) 

へ、資産の保管に係る業務を資産保管会社へ

委託します。本投資法人は、資産の運用及び

保管に係る業務以外の業務に係る事務で投信

法第117条に定める事務（以下「一般事務」

といいます｡）については第三者へ委託しま

す。 
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現 行 規 約 変 更 案 

2. 本投資法人の成立後に委託する一般事務

のうち、発行する投資口及び投資法人債

の募集に関する事務、発行する投資法人

債の名義書換に関する事務、投資証券及

び投資法人債券の発行に関する事務並び

に投資法人債権者に係る事務（投資信託

及び投資法人に関する法律施行規則（平

成12年総理府令第129号。その後の改正

を含む｡）第124条第２項第４号及び第５

号に定める各事務のことをいいます｡)

は、募集の都度、一般事務受託会社を役

員会で定め、一般事務委託契約を締結す

ることとします。 

2. 本投資法人の成立後に委託する一般事務

のうち、発行する投資口及び投資法人債

を引き受ける者の募集に関する事務、投

資主名簿及び投資法人債原簿の作成及び

備置きその他の投資主名簿及び投資法人

債原簿に関する事務、投資証券及び投資

法人債券の発行に関する事務並びに投資

法人債権者に係る事務は、募集の都度、

一般事務受託会社を役員会で定め、一般

事務委託契約を締結することとします。 

第37条（資産運用会社の名称及び住所並びに

資産運用委託契約の概要） 

第37条（資産運用会社の名称及び住所並びに

資産運用委託契約の概要） 

 資産運用会社の名称及び住所 

 名称：株式会社パワーインベストメント 

 住所：東京都新宿区西新宿六丁目８番１号

    住友不動産新宿オークタワー27階 

 資産運用会社の名称及び住所 

 名称：グロースリート・アドバイザーズ株

式会社 

 住所：東京都千代田区九段北四丁目１番９

号 

2. (記載省略） 2. (現行どおり） 

第９章 その他 第９章 その他 

第38条（諸費用の負担） 第38条（諸費用の負担） 

（記載省略） （現行どおり） 

2. 前号に加え、次の各号に掲げる費用を負

担します。 

2. 前号に加え、次の各号に掲げる費用を負

担します。 

 (以下(1)から(8)につき記載省略)  (以下(1)から(8)につき現行どおり) 

 (9) 借入金に係る利息  (9) 借入金及び投資法人債に係る利息 

 (以下(10)及び(11)につき記載省略)  (以下(10)及び(11)につき現行どおり) 

（新設） 附則 

 第３条（本店の所在する場所）の変更は、本

投資法人の役員会において本店移転日を決議

し、本店移転を実施したときより適用しま

す。第37条（資産運用会社の名称及び住所並

びに資産運用委託契約の概要）の変更は、平

成18年５月において、名称及び住所がそれぞ

れ変更されたときより適用します。なお、本

附則は適用時期経過後規約から削除します｡ 
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第２号議案 執行役員１名選任の件 

 執行役員土屋孝樹より、本投資主総会終結の時をもって辞任の申出があったた

め、新たに執行役員１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案は、

第３号議案（監督役員１名選任の件）の監督役員候補者の就任の承諾を受けるこ

とを停止条件として効力が発生するものであり、本投資主総会終結後に当該執行

役員候補者が監督役員を辞任し、且つ、第３号議案の監督役員候補者が就任を承

諾した後、当該執行役員候補者は、執行役員に就任できるものとします。 

 本議案における執行役員の任期は、平成20年１月17日までとなります。 

 執行役員候補者は次のとおりであります。 
 

氏   名 

（生年月日） 
略歴および他の会社の代表状況 

所有する 

投資口数 

（口） 

角 替 隆 志 

(昭和30年４月18日) 

昭和53年４月 富士ゼロックス株式会社入社 

昭和57年９月 等松・青木監査法人（現監査法人トーマ

ツ）入所  

昭和60年９月 アスカコンサルティング株式会社入社 

平成３年９月 角替隆志税理士事務所（現麹町税理士法

人）開業（現任） 

平成16年１月 本投資法人監督役員就任（現任） 

0 
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第３号議案 監督役員１名選任の件 

 監督役員角替隆志より、本投資主総会終結の時をもって辞任の申出があったた

め、新たに監督役員１名の選任をお願いするものであります。なお、本議案にお

ける監督役員の任期は、平成20年１月17日までとなります。 

 監督役員候補者は次のとおりであります。 
 

氏   名 

（生年月日） 
略歴および他の会社の代表状況 

所有する 

投資口数 

（口） 

三 木 正 志 

(昭和27年５月５日) 

昭和50年４月 山一證券株式会社入社 

昭和55年１月 株式会社システムハウスミルキーウェイ

代表取締役専務  

昭和57年10月 公認会計士登録  

平成10年10月 株式会社ユニシンク代表取締役社長 

平成16年４月 株式会社ミロク情報サービス執行役員営

業副本部長 

平成18年４月 同社執行役員営業本部会計事務所チャネ

ル事業部長（現任） 

0 

 

[参考事項] 

 本投資主総会に提出される議案のうちに相反する趣旨の議案があるときは、当

該議案のいずれにも、本投資法人規約第23条第１項に定める「みなし賛成」の規

定は適用されません。なお、上記の第１号議案乃至第３号議案の各議案につきま

しては、いずれも相反する趣旨の議案には該当しておりません。 

 

以 上 
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投資主総会会場ご案内略図 

 
【会  場】 東京都新宿区西新宿二丁目６番１号 

新宿住友ビル47Ｆ スカイルームＢ ５・６ 

【電話番号】 03-3344-6983 

【最寄り駅】 ＪＲ線・小田急線・京王線・東京メトロ丸ノ内線「新宿」駅徒歩約８分 

東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅徒歩約５分 

都営地下鉄大江戸線「都庁駅前」駅A６出口直結 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お願い：会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されるため、お車でのご来場

はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。 

 

 




